
告 示

�愛媛県告示第１１６８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）松山西複合商業施設

松山市三津三丁目５番４０号

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

大黒天物産株式会社

岡山県倉敷市堀南７０４番地５

代表取締役 大賀 昭司

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

大黒天物産株式会社

岡山県倉敷市堀南７０４番地５

代表取締役 大賀 昭司

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成３１年７月２７日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

３，７２８．４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１８４台

イ 駐輪場の収容台数

９０台

ウ 荷さばき施設の面積

６６．５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１９．９立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

大黒天物産株式会社（Ａ棟）

２４時間

小売業者未定（Ｂ棟及びＣ棟）

開店時刻 午前７時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設�１及び�２ ２４時間

発 行 愛 媛 県
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公 告

○ 二級建築士試験の合格者………………………………………………………………………………………………………………………………（建築住宅課）…１０２７

○ 木造建築士試験の合格者………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０２７

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第３０３４号 平成３０年１２月７日

平成３０年１２月７日金曜日 第３０３４号

愛 媛 県 報
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荷さばき施設�３ 午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成３０年１１月２６日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１１６９号
浮穴土地改良区は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６７条

第１項第１号の規定により、平成３０年１１月２７日解散した。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

四国中央市豊岡町大町地域に係る県営土地改良事業計画を定めたの

で、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書

の写しを縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・恵之�保地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成３０年１２月１０日から平成３１年１月１１日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１１７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

伊予郡砥部町川登地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・砥部地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成３０年１２月１０日から平成３１年１月１１日まで

３ 縦覧場所

砥部町役場本庁

�������
�愛媛県告示第１１７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

西条市小松町新屋敷、北川、南川、玉之江地域に係る県営土地改良

事業計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条

第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを

縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・新宮地区）変更計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成３０年１２月１０日から平成３１年１月１１日まで

３ 縦覧場所

西条市役所小松総合支所及び東予総合支所

�愛媛県告示第１１７３号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成３０年１２月７日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

大型乗用自動車（スクールバス）
１台

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成３０年１１月２２日

いすゞ自動車中国四国
株式会社四国支社松山
支店
愛媛県松山市土居町５７
５番地

３３，６２７，９６０円 一般競争入札 平成３０年１０月１２日

愛 媛 県 報平成３０年１２月７日 第３０３４号

１０２５
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�愛媛県告示第１１７６号
西条市古川乙土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 西条市古川乙土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画

書の写し

� 西条市古川乙土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成３０年１２月８日から平成３１年１月１１日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�愛媛県告示第１１７５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成３０年１２月７日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第１１７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

セントケア四国株式会社 セントケア訪問看護ステーションにい
はま

愛媛県新居浜市星原町１５番４７号星原町
１５－４７貸店舗１階１号室 平成３０年１０月１日 訪問看護

医療法人竹内外科胃腸科 竹内外科 訪問看護ステーション 愛媛県今治市立花町三丁目６番３６号 平成３０年１０月１５日 訪問看護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

セントケア四国株式会社 セントケア訪問看護ステーションにい
はま

愛媛県新居浜市星原町１５番４７号星原町
１５－４７貸店舗１階１号室 平成３０年１０月１日 介護予防訪問看護

医療法人竹内外科胃腸科 竹内外科 訪問看護ステーション 愛媛県今治市立花町三丁目６番３６号 平成３０年１０月１５日 介護予防訪問看護

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合�万線 西条市丹原町明河丙３７８番

旧 ５．３～７．２ ０．０３７

新 ７．２～１９．０ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合�万線 西条市丹原町明河丙３７８番 平成３０年１２月７日

愛 媛 県 報平成３０年１２月７日 第３０３４号

１０２６
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�愛媛県告示第１１８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

大洲市土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があった。

平成３０年１２月７日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

就 任

�公 告

二級建築士試験の合格者について

平成３０年７月１日及び９月９日に施行した二級建築士試験の合格

者は、次のとおりである。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�公 告

木造建築士試験の合格者について

平成３０年７月２２日及び１０月１４日に施行した木造建築士試験の合格

者は、次のとおりである。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市高井町１０８８番４から

同町１０９０番２まで
平成３０年１２月７日

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 山 田 正 広 大洲市稲積２０番地の１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 坊屋敷小田線
喜多郡内子町立石３０３番２から

同町立石２９９番３まで
平成３０年１２月７日

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

７Ｃ－１００４２Ｐ ７Ｃ－１００５３Ｌ ７Ｃ－１０１０９Ｌ ７Ｃ－１０１１０Ｍ

７Ｃ－１０１２０Ｒ ７Ｃ－１０１５３Ｎ ７Ｃ－１０１８１Ｎ ７Ｃ－１０２１２Ｙ

７Ｃ－１０２２４Ｐ ７Ｃ－１０２２６Ｙ ７Ｃ－１０２６２Ｋ ７Ｃ－１０３２４Ｙ

７Ｃ－１０３２８Ｎ ７Ｃ－１０３６６Ｙ ７Ｃ－１０４０９Ｋ ７Ｃ－１０４２７Ｐ

７Ｃ－１０４９３Ｋ ７Ｃ－１０５０４Ｐ ７Ｃ－１０５０８Ｌ ７Ｃ－１０５０９Ｍ

７Ｃ－１０５４８Ｙ ７Ｃ－１０５５９Ｎ ７Ｃ－１０５８０Ｎ ７Ｃ－１０６１５Ｎ

７Ｃ－１０６４７Ｋ ７Ｃ－１０６５２Ｒ ７Ｃ－１０７２３Ｙ ７Ｃ－１０７３９Ｌ

７Ｃ－２０００８Ｍ ７Ｃ－２００３０Ｎ ７Ｃ－２００３８Ｐ ７Ｃ－２００４１Ｋ

７Ｃ－２００８６Ｎ ７Ｃ－２０１１９Ｌ ７Ｃ－２０１３０Ｒ ７Ｃ－２０１８４Ｎ
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